


１．事業承継・事業引継ぎを巡る情勢
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⚫ 経営者年齢のピークは、 2000年に「50歳～54歳」であったのに対して、2015年には「65歳～

69歳」となっており、経営者年齢の高齢化が進展。

⚫ また、高齢の経営者における後継者不在率も改善しているが、依然として高い水準。

経営者の高齢化と後継者不在率の高止まり

後継者不在率の推移（年代別）

【資料】 帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査」
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（注）「2020年」については、2020年９月時点のデータを集計している。

【資料】 中小企業白書（2021）より（株）東京商工リサーチ「企業情報ファイル」再編加工
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⚫ 我が国における休廃業・解散数は新型コロナウイルス感染症の影響もあって増加傾向。

⚫ 黒字廃業の比率が約6割。後継者不在の中小企業は、仮に黒字経営であっても廃業等
を選択せざるを得ない状況。

廃業等の増加傾向

休廃業・解散、倒産件数の年次推移 休廃業・解散事業者の損益別比率

【資料】(株)東京商工リサーチ「2021年『休廃業・解散企業』動向調査（2022年1月） 【資料】(株)東京商工リサーチ「2021年『休廃業・解散企業』動向調査（2022年1月）
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⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響により承継時期を後ろ倒しにする傾向。
事業承継税制の申請ペースも鈍化。

新型コロナウイルス感染症の事業承継への影響

新型コロナの影響による売上増減率と
事業承継時期の変更（後ろ倒し）

事業承継税制の活用件数の推移

【資料】 日本商工会議所「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」
（2021年3月）
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⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、足下では事業承継・引継ぎ支援センターへの

M&Aに関する相談・成約件数はますます増加。

足下における新型コロナウイルス感染症の中小M&Aへの影響

事業承継・引継ぎ支援センターによる支援実績の推移
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• 中小企業におけるM&Aのイメージについて10年前と比較すると、約9割がプラスのイメージ
となり、抵抗感が薄れつつある。

• 中小M&Aの実施件数は右肩上がりで増加しており、足下では年間3～4千件程度
実施されていると推計。

M&Aに対するイメージの変化と中小M&Aの増加

中小M&Aの実施状況
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（注）「中小企業M&A仲介上場3社」とは、「（株）日本M&Aセンター」、「（株）ストライ
ク」、「M&Aキャピタルパートナーズ（株）」を指す。
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【資料】 レコフデータ調べ



中国地域の後継者不在率

⚫ 中国地域全体の後継者不在率は、地域ブロック別では全国で２番目の高さ。

⚫ 中国地域５県の後継者不在率も総じて高く、どの県も全国平均を上回っている。

○地域ブロック別後継者不在率 ○都道府県別後継者不在率

8

順位 地域 不在率

１位 北海道 71.0％

２位 中 国 66.6％

３位 関 東 62.0％

４位 近 畿 61.6％

５位 九 州 60.2％

６位 東 北 60.1％

７位 中 部 59.5％

８位 北 陸 56.9％

９位 四 国 56.4％

順位 都道府県 不在率

１位 鳥取県 74.9％

２位 沖縄県 73.3％

３位 島根県 72.4％

４位 北海道 71.0％

５位 山口県 71.0％

６位 神奈川県 70.4％

７位 秋田県 69.9％

８位 大分県 66.7％

９位 岩手県 65.4％

１０位 岐阜県 64.8％

１１位 広島県 64.4％

…

１７位 岡山県 63.4％
（出典）帝国データバンク「中国地方 後継者問題に関する企業の実態調査（2021年）

全国平均 61．5％
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事業承継に向けたステップ（事業承継ガイドラインより抜粋）

（既存）
中小M&Aガイドライン

反映

準備

承継
円滑化

事後への挑
戦

1

2

3

事業承継に向けた準備の必要性の認識

経営状況・経営課題等の把握（見える化）

事業承継に向けた経営改善（磨き上げ）

事業承継計画策定

事業承継の実効

ポスト事業承継（成長・発展）

親族内・従業員承継

マッチング実施

M&A等の実行

社外への引継ぎ

プ
レ
承
継

（既存）
中小M&A推進計画
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各ステップで活用可能な、主な支援施策

•事業承継・引継ぎ支援センターによる事業承継診断、事業承継計画策定支援
• ローカルベンチマーク・経営デザインシート
• アトツギ甲子園

• 事業承継・引継ぎ支援センターによる
マッチング支援

• 事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）
• 経営資源集約化税制（準備金）

•事業承継・引継ぎ補助金（経営革新型）

•事業承継税制（法人版・個人版）
• 経営者保証解除に向けた総合的な対策

• 所在不明株主からの株式買取り等に関する会社法特例
• 事業承継に係る費用に対する融資・保証制度

• 経営資源集約化税制
（設備投資減税、雇用確保を促す税制）

• 設備投資減税※

• 雇用確保を促す税制※

親族内・従業員承継 社外への引継ぎ（M&A）

準備

承継
円滑化

事後への
挑戦

1

2

3

※ 親族内・従業員承継向けだけに措置されたものではないが、中小企業経営強化税制や所得拡大税制等を活用可能。



２．事業承継に関する支援施策
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主要施策と問合せ先

事業承継・引継ぎ

補助金
事業承継税制

支援センター

による伴走支援

問合せ先：

補助金事務局

• 事業承継を契機として経営革

新等を行う中小企業・小規模事

業者に対して、経費の一部を補助

• 事業再編、事業統合に伴う経

営資源の引継ぎに要する経費の

一部を補助

問合せ先：鳥取県

•先代経営者から株式等を相続等又

は贈与により取得した場合、一定

の要件を満たせば、相続税・贈

与税が猶予及び免除

※個人事業主の事業用資産

も対象

問合せ先：鳥取県事業

承継・引継ぎ支援センター

•親族等に円滑に承継できるよう、

事業承継計画策定等を支援

•後継者が不在の場合など、相談から、

譲受企業の紹介、成約に至るまで、

第三者への事業引継ぎを支援

•事業承継の障害となる経営者保証

解除に向けて支援

• その他、アトツギ経営者による新規事業アイデアのPRイベント（アトツギ甲子園）や、
M＆A実施時の参考となるガイドブック策定などを実施。
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事業承継・引継ぎ補助金の全体像

• 「事業承継・引継ぎ補助金」を予算措置し、事業承継やM&Aを契機とした経
営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行う中小企業者等を支援。

• 【経営革新】、【専門家活用】、【廃業・再チャレンジ】の３類型に大別。

15

先 代 経 営 者

M＆Aなど

専門家活用費用等

【専門家活用】
・買い手支援型
・売り手支援型

後 継 者

承継・M＆Aなどを契機とした
新たな取組

設備投資費用等

【経営革新】
・創業支援型
・経営者交代型
・M＆A型

【補助金活用のイメージ】

廃業支援費・解体費等

【廃業・再チャレンジ】
譲渡できなかった
事業の廃業等

譲り受けた
事業の一部廃業等



１．申請受付期間

• 令和３年度補正予算分公募：2022年3月31日(木)～
※公募〆切は、今後補助金事務局のHPで情報更新予定。

２．各類型の概要
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【経営革新】 【専門家活用】 【廃業・再チャレンジ】

概要

事業承継・引継ぎを契機と
して、引き継いだ経営資源を
活用して経営革新等に取り
組む経費の一部を補助

M&Aによる経営資源の引
継ぎを支援するため、M&A
に係る専門家活用等の経
費の一部を補助

再チャレンジに取り組むため
の廃業に係る経費の一部を
補助

補助率 ２／３以内 ２／３以内 ２／３以内

補助
上限

600万円
※廃業・再チャレンジと併せて申請
する場合、さらに150万円上乗せ
の場合あり

600万円
※廃業・再チャレンジと併せて申請
する場合、さらに150万円上乗せ
の場合あり

150万円

補助
対象
経費

人件費、店舗等借入費、
設備費、旅費・謝金 等

謝金、旅費、外注・委託費、
システム利用料 等

廃業支援費、在庫廃棄費、
解体費、原状回復費 等

事業承継・引継ぎ補助金の概要



事業承継税制の概要

⚫ 中小企業・個人事業主の後継者が、都道府県知事の認定を受けて、非上場中小企業の株式等や、
個人の事業用資産について相続・贈与を受けた場合、一定の要件のもと、相続税・贈与税の
納税が猶予・免除される税制。
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法人版（特例措置） 個人版

事前の計画策定 ６年以内の特例承継計画の提出
2018年４月１日～2024年３月３１日まで

５年以内の個人事業承継計画の
提出
2019年４月１日～
2024年３月３１日まで

適用期限 １０年以内の贈与・相続等
2018年１月１日～2027年１２月３１日まで

１０年以内の贈与・相続等
2019年１月１日～
2028年１２月３１日まで

対象資産 非上場株式等 特定事業用資産

納税猶予割合 １００％ １００％

承継パターン 複数の株主から最大３人の後継者 原則、先代１人から後継者１人

贈与要件 一定数以上の株式等を贈与すること
※後継者一人の場合、原則2/3以上など

その事業に係る特定事業用資産の
全てを贈与すること

雇用確保要件 あり（弾力化） 雇用要件なし

認定の有効期限 最初の申告期限の翌日から５年間 最初の認定の翌日から２年間



法人版税制の抜本拡充（相続税・贈与税）

※以上のほか、相続時精算課税制度の適用範囲の拡大及び所要の措置を講じる。

• 法人版税制は、平成30年4月1日から令和６年3月31日までに特例承継計画を提出し、平成30年1月1日から
令和9年12月31日までに実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充。

◆税制適用の入り口要件を緩和 ～事業承継に係る負担を最小化～

◆税制適用後のリスクを軽減 ～将来不安を軽減し税制を利用しやすく～

○納税猶予の対象になる株式数には2/3の上限があり、
相続税の猶予割合は80％。後継者は事業承継時に多
額の贈与税･相続税を納税することがある。

○税制の対象となるのは、一人の先代経営者から一人の
後継者へ贈与･相続される場合のみ。

○対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また、納
税猶予割合も100％に拡大することで、承継時の税負担ゼロ
に。

○親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者（最大
3人）への承継も対象に。中小企業経営の実状に合わせた、
多様な事業承継を支援。

○税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持で
きなければ猶予打切り。人手不足の中、雇用要件は中
小企業にとって大きな負担。

○後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化
により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に
贈与･相続税が課税されるため、過大な税負担が生じう
る。

○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶
予を継続可能に（経営悪化等が理由の場合、認定支援機
関の指導助言が必要）。

○売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時
の株価を基に計算された納税額との差額を減免。経営環境
の変化による将来の不安を軽減。

改正後改正前

改正後改正前

18



法人版税制の申請件数推移

• 法人版事業承継税制を、平成30年度税制改正で抜本的に拡充。
• 拡充前は、11年間（2008年度～2018年度）で2,500件の利用だったが、拡充後は、

2018年4月～2021年4月までの37ヶ月間で、既に9,310件の申請がなされている。

なお、個人版事業承継税制については、4月末時点で38件の申請あり。

〇申請件数
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事業承継･引継ぎ支援センターの概要

20

• 各県に設置する公的相談窓口として、中小企業の事業承継に関する相談に対応。

（１）親族内承継支援
親族等に円滑に承継できるよう、事業承継計画策定等を支援

（２）第三者承継支援
後継者が不在の場合など、相談から、譲受企業の紹介、成約に至るまで、
第三者への事業引継ぎを支援

（３）経営者保証に関する支援
事業承継の障害となる経営者保証解除に向けて支援

事業承継・引継ぎポータルサイト
https://shoukei.smrj.go.jp/#top



事業引継ぎ支援センターと事業承継ネットワークの統合(事業承継・引継ぎ支援センター)

• 令和３年4月以降、これまで第三者承継支援を行っていた「事業引継ぎ支援センター」に、事業

承継診断や親族内承継支援等を行っていた「事業承継ネットワーク」の機能を統合し、事業
承継・引継ぎのワンストップ支援を行う「事業承継・引継ぎ支援センター」へ発展改組。

• また本統合に際し、事業承継ネットワークに係る予算を初めて当初予算で措置。安定した支援
体制の確保、継続的な支援を実現する。

事業引継ぎ支援センター事業承継ネットワーク

認定支援機関（産競法）

◎Ｍ＆Ａ・マッチング支援
◎金融機関・仲介事業者への取次ぎ
◎後継者人材バンク

等

◎気づきの機会の提供（事業承継診断）
◎専門家派遣による経営改善
◎セミナーの実施
◎経営者保証解除に向けた専門家支援

等

事業承継・引継ぎ支援のワンストップ体制
によって円滑な事業承継・引継ぎを推進

事業承継・引継ぎ支援センター

※主に親族内承継を支援 ※第三者承継を支援

統合
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⚫ 全国各地の中小企業の後継者・後継者候補（アトツギ）を対象とした新規事業アイデアを
競うピッチイベント。

⚫ 第２回（令和３年度）は138名が応募。書面審査等を通過した15名のファイナリス
トによるファイナル（最終審査発表会）を３月12日に開催。

アトツギ甲子園（令和2年度創設）

第２回のファイナリスト
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⚫ 公式サイトの特設ページでの紹介の他、複数のメディアにも掲載
⚫ ピッチイベントで発表した新規事業アイデアの事業化に向け販路開拓等に取り組む際、

持続化補助金の新陳代謝枠（上限200万円補助・補助率２／
３）の申し込みが可能 など

最優秀賞者・ファイナリストへの特典
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⚫ 2020年3月、M&Aの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、M&A支援機関等の適
切な行動指針として、中小M＆Aガイドラインを策定。

⚫ 更にこれを徹底するため、2021年8月にM&A支援機関に係る登録制度を創設し、2021年
10月に自主規制団体が設立されたところ。

中小M&Aガイドライン策定とその徹底

中小M&Aガイドライン

支援機関向けの行動指針
◆ 不利益情報の開示の徹底
◆ セカンドオピニオンを許容する契約
◆ 契約後も手数料を取得する契約の制限 等

後継者不在の中小企業向けの手引き
◆ M&Aの基本的な事項（手続等）
◆ 手数料の目安（考え方、具体的事例） 等

（2020年3月策定）

中小M&A推進計画

自主規制団体の設立
◆ M&A仲介業者を中心とする自主規制団体を
2021年10月に設立

◆ ①適正な取引ルールの徹底、②M&A支援人
材の育成サポート、③苦情相談窓口等を実施

M&A支援機関に係る登録制度の創設
◆ 「中小M&Aガイドライン」の遵守等を要件と
する登録制度を2021年8月に創設

◆ 「事業承継・引継ぎ補助金」による補助対象を、
登録支援機関による支援に限定

◆ トラブル等に関する情報提供窓口も創設

（2021年4月策定）
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（参考）中小M&Aガイドライン

⚫ 2020年3月に中小M&Aガイドラインを策定し、M&Aの基本的な事項や手数料の目安を示す
とともに、M&A業者等に対して適切なM&Aのための行動指針を提示。

中小M＆Aガイドライン

中小企業がM＆Aを躊躇する要因

①M＆Aに関する知見がなく、
進め方が分からない

②M＆A業務の手数料等の
目安が見極めにくい

③M＆A支援に対する不信感

支援機関向けの基本事項

後継者不在の中小企業向けの手引き

◆ 合計18個の中小M＆A事例を提示し、
M＆Aを中小企業にとってより身近なものに。

◆ 中小M＆Aのプロセスごとに確認すべき事項や、
適切な契約書のひな形を提示。

◆ 仲介手数料（着手金/月額報酬/中間金/成功報酬）
の考え方や、具体的事例の提示により、手数料を客観
的に判断する基準を示す。

◆ 支援内容に関するセカンド・オピニオンを推奨。

◆ 支援機関の基本姿勢として、事業者の利益の最大化と支援機関同士の連携の重要性を提示。

◆ M＆A専門業者に対しては、適正な業務遂行のため、
①売り手と買い手双方の１者による仲介は「利益相反」となり得る旨明記し、
不利益情報（両者から手数料を徴収している等）の開示の徹底等、そのリスクを最小化する措置を講じる

②他のＭ＆Ａ支援機関へのセカンドオピニオンを求めることを許容する契約とする

③契約期間終了後も手数料を取得する契約（テール条項）を限定的な運用とする といった行動指針を策定

◆ 金融機関、士業等専門家、商工団体、プラットフォーマーに対し、求められる具体的な支援内容や留意点を提示。

① ②

③



ガイドライン周知の取組
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ハンドブックによる普及・広報関係機関における周知・徹底

✓ センターの相談案件のうち、民間で
対応可能な案件を対応する機関

✓ 地域金融機関（280機関）や、
仲介業者等（216機関）が登録
されている。

✓ 上記登録機関以外のＭ＆Ａ専門業者・
金融機関、Ｍ＆Ａプラットフォーマーを
はじめとした、中小Ｍ＆Ａ支援に関わる者

◆事業引継ぎ支援センター
＜全国48か所＞

◆ センターの登録機関
＜全496機関＞

◆ その他の関係機関

✓ 全国48カ所の中小Ｍ＆Ａ相談窓口
（商工会議所等が運営）

ガイドライン遵守を義務付け



⚫ 登録FA・仲介業者は2,823件。仲介業務とFA業務の両方を提供している割合は約８割。

⚫ 業種としては専門業者が多く、仲介業者が22.6％、FAが15.8％となっている。また、税理士
(21.3％)や公認会計士(10.0％)も多いほか、地域金融機関(4.9％)も多い。

M&A支援機関の登録状況①
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登録M&A支援機関数 登録M&A支援機関の種類別構成比

登録M&A支援機関のFA、仲介業務の別

73.3%

26.7%

法人

個人事業主

登録数合計
2,823件

13.7%
4.9%

81.4%

FA業務のみ

仲介業務のみ

仲介・FA業務両方

22.6%

21.3%

15.8%

10.0%

2.7%

2.2%

1.8%

0.8%

0.5%

0.2%

0.1%

0.0%

22.0%

M&A専門業者 - 仲介

士業等専門家 - 税理士

M&A専門業者 - FA

士業等専門家 - 公認会計士

金融機関 - 地方銀行

金融機関 - 信金・信組

士業等専門家 - 弁護士

M&Aプラットフォーマー

金融機関 - その他

金融機関 - 証券会社

金融機関 - 都市銀行

金融機関 - 保険会社

その他
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⚫ M&A支援業務専従者数別としては、「0～2人」が70.8％、「3～4人」が15.3％、「5～9人」が
9.8％であり、小規模な体制の事業者が多い。

⚫ 設立年代別では、「2020年代」が47.1％を占めており、新規に参入した事業者が多い。

M&A支援機関の登録状況②

M&A支援業務専従者数別の構成比 設立年代別の構成比

70.8%

15.3%

9.8%

2.9%

0.7%

0.2%

0.2%

0～2人

3～4人

5～9人

10～19人

20～49人

50～99人

100～499人 0.6%

1.6%

10.5%

40.2%

47.1%

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代

2020年代
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その他ご参考：中小企業庁HPのご案内

中小企業庁HP：https://www.chusho.meti.go.jp/index.html

●事業承継に関する情報が豊富に掲載されています。


